
議案第８０号 

海老名市学童保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部 

改正について 

 海老名市学童保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例を別紙のとおり定める。 

  平成２７年１２月３日提出 

海老名市長  内 野  優  

提案理由 

 放課後児童支援員になることができる要件に国家戦略特別区域限定保育士を含める

ため 
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海老名市学童保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部 

を改正する条例 

 海老名市学童保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例

第２７号）の一部を次のように改正する。 

 第１１条第３項第１号中「保育士」の次に「（国家戦略特別区域法（平成２５年法

律第１０７号）第１２条の４第２項に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含む。

）」を加える。 

   附 則 

 この条例は、平成２８年１月１日から施行する。 

45


